
申請・問い合わせ先：高齢者介護課　介護保険グループ　☎８２－５５４１

申請・問い合わせ先：高齢者介護課（地域包括支援センター）　☎８２－５５６０

　介護保険要介護（支援）認定を受け、施設入所サービス及び短期入所（ショートステイ）サービスを
利用されている方の食費・居住費（滞在費）に係る負担限度額認定について、令和３年８月以降分の申
請を受け付けます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、申請は郵送でお願いしてい
ます。
　利用者の負担区分は、本人および配偶者の課税・非課税年金収入や預貯金、有価証券などで判定します。
【申請に必要な書類】①介護保険負担限度額認定申請書　②預貯金等申告書　③同意書　④印鑑
　　　　　　　　　　⑤本人および配偶者のすべての通帳の写し　※金融機関、口座番号、口座名義、
　　　　　　　　　　　申請日の直近から２カ月前までの残高が確認できるもの（制度改正に伴い、
　　　　　　　　　　　今年度はすべての方が提出対象となります）　⑥ 非課税年金受給の方は
　　　　　　　　　　　「収入」と「種別」の分かる通知書
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